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沖縄労働局における個人情報漏えいの発生について  

 

 沖縄労働局（局長 西川 昌登）は、沖縄労働局において発生した個人情報漏えいに

ついて、下記のとおり当該事実を確認の上、必要な措置を講ずることとしていますの

で、概要等をお知らせします。  

  

記  

 

１ 事案の概要  

  沖縄労働局総務部労働保険徴収室（以下「徴収室」という。）の職員 Cが、労働保

険事務組合 A（以下「事務組合 A」という。）の担当者 Bに対して、労働者災害補償

保険特別加入に関する変更届の添付書類として、履歴事項全部証明書（以下「証明

書」という。）または健康保険・資格喪失確認通知書（以下「通知書」という。）を

メールか FAXで送信するように依頼した。 

担当者 Bより FAX番号を聞かれた職員 Cは、FAXの利用廃止とされているところ、

安易に FAX利用を認め、かつ、誤った FAX番号を教えた。 

担当者 B は、誤った番号あてに D 事業場の証明書、D 事業場の役員である E 氏の

通知書、E氏の健康保険・厚生年金保険資格喪失届（以下「喪失届」という。）を送

信したため、誤った FAX番号の持ち主である F氏に個人情報が漏えいした。 

 

２ 漏えいした個人情報及び対応 

  通知書に記載された E氏の氏名、生年月日、資格喪失年月日、基礎年金番号及び

喪失届に記載された E氏の個人番号（マイナンバー）が漏えいした。 

  情報が漏えいした E氏等関係者へは、７月 19日までに謝罪した。 

 

 

令和５年７月２７日（木） 

【照会先】 

沖縄労働局総務部総務課 

課   長  本村 英希 

総務企画官  南 隆功 

(電話)    098（868）4003 

沖縄労働局イ

ルスに感染していることが

判明しました。 

（当該 10 名の感染確認日ご

との内訳） 

４月１９日（火）３名、４

月２０日（水）３名、４月

２１日（木）１名、４月２

２日（金）１名、 

４月２３日（土）１名、４

月２５日（月）１名 

 

当該１０名の業務における

省内及び省外での外部関係

者との濃厚接触について

は、６名について保健所の

調査中、４名についてはあ

りません。 



３ 事実経緯  

（１） 令和５年７月 14日 

事務組合 Aの担当者 Bに対して、職員 Cは、特別加入に関する変更届の添

付資料として特別加入者の辞任年月日がわかる証明書か通知書を、メールか

FAX で送信するように依頼。職員 C は、担当者 B に誤った FAX 番号を伝達し

たため、担当者 Bは、誤った番号に証明書等を FAX送信した。 

（２） 同月 18日 

 事務組合 A に対して、F 氏から間違って証明書等が送られているとの電話

連絡があり、F氏から書類を破棄する旨伝えられた。 

その後、事務組合 A から徴収室へ連絡があり、職員 C が FAX 番号を誤って

伝えていたことが判明した。 

（３） 同月 19日 

事務組合 A及び D事業場並びに F氏に直接謝罪を行うとともに、E氏につ

いては、D事業場を通じて謝罪を行い、謝罪を受け入れていただいた。 

なお、F氏に誤送信された書類全ては、前日に事務組合 Aに電話連絡後、F

氏がひとりで職場のシュレッダーで破棄したことを F氏に謝罪の際に確認し

た。 

 

４ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容  

令和５年 7 月 18 日に漏えい先である F 氏が、事務組合 A に FAX 誤送信の電話連

絡直後、証明書等を既に破棄したことを同月 19 日の電話での謝罪の際に確認し、

これ以上の外部流出はない。  

 

５ 再発防止策  

（１）FAXの利用廃止を徹底させる。 

関係先が FAX でのやりとりを希望する場合も、メールや郵送等 FAX 以外の方法

に切り替えしていただくようお願いする。 

（２）FAX番号の誤伝達を防止する。 

緊急時等やむを得ず FAX を利用する場合には、関係先へ FAX 番号が記載された

書面を送付する等確実な方法で伝達する。 

なお、関係先あて FAX を利用する際に番号のダブルチェック等誤送信をしない

ようお願いする。 


